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モニタリング計画における中間評価の背景

⚫本遺産地域モニタリング計画（2019年策定／2022年改定）では、「６．保
全状況の評価」で、以下のように記載している。2024年度でモニタリング計画策
定後5年が経過するため、中間評価を実施する。

⚫中間評価の結果は、包括的管理計画及び地域別行動計画の見直しに反映さ
せる。また、直結するものではないが、6年毎に実施される「世界遺産条約の履行
に関する定期報告」にあたって参照する。

＜モニタリング計画 本文引用＞

６．保全状況の評価 （２）総合的な評価
• 概ね５年に１度、管理機関において、各モニタリング指標（６．（１）で個別の評価は行わな
いとしたものも含む）の総合的な評価として、各「モニタリングの視点」に対して、「６．（１）各モ
ニタリング指標に関する評価」と同一の定性的・定量的評価基準に基づく４段階評価（表2, 
注：S, A, B, Cによる4段階評価）を各地域について行う。

• また、管理機関は、科学委員会に対して、これらの総合的な評価の結果を報告し、評価に関する
科学的助言を得ることとし、必要に応じて評価の再検討を行う。

※中間評価については、一部改定案を反映させて実施する予定。
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中間評価の実施について（実施の考え方）

⚫ 中間評価は、本遺産地域の世界遺産推薦年（2019年）を起点に、計画期間（2020～
2029年）の前半5年間（2020～2024年）を対象とする。

⚫ 前述の背景を踏まえ、保全状況の中間評価にあたっては、2019年以降のデータをもとに、5年間
を通した各指標の「状態」と「傾向」について、現在改定中のモニタリング計画の評価基準（案）
に従い、次の①～③ごとに行う。

① 各指標の評価
• 遺産価値及び影響要因に対して設定した各指標及び調査項目の状態と変化傾向の評価。

② 島ごとの総合評価 ※沖縄島北部は国頭村・大宜味村・東村の範囲

• 上記①の各指標等の評価結果に基づき、本遺産地域を構成する４つの島ごとに、遺産価値の状態・
変化傾向（全体目標達成状況）及び影響の大きさ・傾向（各管理目標達成状況）の総合的な評
価。

③ １つの遺産地域としての総合評価
• 上記②の島ごとの評価結果を踏まえ、１つの「連続性のある資産」としての遺産価値の状態・変化傾向
（全体目標の達成状況）及び影響の大きさ・傾向（各管理目標の達成状況）の総合的な評価。
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中間評価の実施について（評価基準）

⚫ 現行の評価基準：各指標の毎年度の評価に適用

➢ 遺産価値や影響要因の「状態」と「取組み」が混在した評価基準

⚫ 改定中の評価基準（案）：中間評価から適用

➢ 遺産価値の「状態」と「傾向」及び、影響要因の「状態」と「傾向」を評価。

➢ 前者は包括的管理計画の全体目標、後者は管理方針ごとの管理目標の達成状況に対応。

表１．全体目標の評価：遺産価値の保全状況の「状態」と「傾向」の評価基準

表２．管理目標の評価：影響要因の「状態」と「傾向」の評価基準
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中間評価の実施について（個別指標評価）

• 評価は指標毎に行う。

• 各指標について2019年から2024年度のデータを用いるが、多くの指標は定性評価になるため、
管理機関、専門分野の科学委員の意見を参照し、総合的に評価する。

• 適切な評価のためにデータ蓄積が必要で「未」とした指標は、5年間のデータで何らかの評価をす
る（例：指標８。評価方法を検討中）

（例１）遺産価値の保全状況の各指標の状態と傾向の評価 （例２）各管理目標に対応する各指標の状態と傾向の評価

※例1、2ともに実際の評価結果とは異なります。
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中間評価の実施について（地域別評価）

• 前述①の各指標等の評価結果に基づき、本遺産地域を構成する４つの島ごとに、遺産価値の状態・変化
傾向（全体目標達成状況）及び影響の大きさ・傾向（各管理目標達成状況）を総合的に評価する。

• 各指標を（ア）小区分：指標群のカテゴリと、（イ） 大区分：全体目標及び管理目標でまとめて、状態と
傾向を評価する。

• 管理機関、専門分野の科学委員の意見を参照し、総合的に評価する。

（ア）（イ）（例１）遺産価値の保全状況の各指標の状態と傾向の評価

※例1、2ともに実際の評価結果とは異なります。

（例２）各管理目標に対応する各指標の状態と傾向の評価 （イ）（ア）
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中間評価の実施について（１つの遺産としての評価）

• 前述②の島ごとの評価結果を踏まえ、１つの「連続性のある資産」としての遺産価値の状態・変
化傾向（全体目標の達成状況）及び影響の大きさ・傾向（各管理目標の達成状況）を総合
的に評価する。

• 島ごとの評価を（ア）小区分：指標群のカテゴリと、（イ） 大区分：全体目標及び管理目標
でまとめて、1つの遺産地域の状態と傾向を評価する。

• 管理機関、専門分野の科学委員の意見を参照し、総合的に評価する。

※例1、2ともに実際の評価結果とは異なります。

（ア）（イ）

（例１）遺産価値の保全状況の各指標の状態と傾向の評価 （例２）各管理目標に対応する各指標の状態と傾向の評価

（ア）（イ）
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ご意見を伺いたい点

■以下の評価方法に関する妥当性について

➢ 評価基準として、遺産価値の保全状況、影響要因の「状態」と「傾向」を４
段階で、色と矢印の向きで評価する点。

➢ ①指標ごとの評価は５年間のデータと、管理機関や専門家等の意見も踏ま
え評価する点。

➢ ②島ごと、③１つの遺産地域としての評価は、①各指標の評価結果を指標
群ごと、島ごとにとりまとめ、管理機関や専門家等の意見も踏まえ総合的に評
価する点。

➢ ①～③の評価結果は、従来の各指標の評価シートのように一定のフォーマッ
ト案（別紙1~3）にとりまとめるが、管理機関、科学委員が利用する上で、
留意・工夫すべき点。
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ご意見を伺いたい点

■以下の評価方法に関する妥当性について

➢ 個別指標はデータに基づいての評価が可能だが、②島ごと、③1つの遺産地
域での評価では数値データがない。１つの評価項目内に複数の指標がある
場合の評価結果が異なる場合の評価について、以下、Ａ、Ｂの評価方法の
妥当性について

Ａ：評価結果の中間的な評価を採用、Ｂ：予防原則として最も厳しい評価を採用

例：左図の場合、１つの管理目標の達成状況の評
価にあたって、Ａ、Ｂどちらの評価が適切か。

(1)個体の非自然死（赤枠）は、結果の異なる2つ
の指標をまとめて評価する場合。

(2)個体の捕獲・採取（青枠）は、2つの調査項目か
ら評価するが、うち1つは情報不足の場合の評価
について

※Ｂの考え方の場合、管理目標の評価（オレンジ
枠）はＢ（青色）の「情報不足」となり、管理目
標が評価できなくなる。「情報不足」の指標・調査
項目がある場合は、その指標・調査項目は評価か
ら除外し、評価シート上で「評価上の留意点」とし
て注記する等が妥当か？

Ａ

B
B

B

Ａ

B

Ａ
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